
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

青

少

年

に

よ

る

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

の

適

男

女

共

同

参

画

青

少

切

な

利

用

の

推

進

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

年

課

部

を

改

正

す

る

規

則

○

知

事

の

権

限

に

属

す

る

事

務

の

処

理

の

特

例

に

環

境

企

画

課

関

す

る

条

例

に

基

づ

き

市

町

村

が

処

理

す

る

事

務

の

範

囲

を

定

め

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

児

童

福

祉

法

に

基

づ

く

指

定

障

害

児

通

所

支

援

障

害

福

祉

課

事

業

者

の

指

定

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

工

作

物

の

設

置

を

目

的

と

し

て

土

地

を

使

用

す

財

産

活

用

課

る

場

合

の

使

用

料

の

額

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

岡

山

県

公

報

平成３０年３月２３日 号 外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
四
号

岡
山
県
青
少
年
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
青
少
年
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
青
少
年
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
三
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二

青
少
年
有
害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
必
要
性
及
び
内
容
並
び
に
青
少
年
有

害
情
報
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ
有
効
化
措
置
の
必
要
性
及
び
内
容

第
三
条
の
見
出
し
中
「
事
項
」
を
「
事
項
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
三

項
並
び
に
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
、
住
所
」
を
「
及
び
住
所
」

、

「

」

「

」

に
改
め

同
条
第
三
号
中

携
帯
電
話
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
役
務
を
利
用
す
る

を

申
出
に
係
る

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
情
報
提
供
等
に
関
す
る
努
力
義
務
の
対
象
と
な
ら
な
い
端
末
設
備
）

条
例
第
十
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
端
末
設
備
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

第
三
条
の
二

す
る
。

一

あ
ら
か
じ
め
ブ
ラ
ウ
ザ
（
青
少
年
が
安
全
に
安
心
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
で
き
る
環
境

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
三
百
七
十
八
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る

ブ
ラ
ウ
ザ
を
い
う

）
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
端
末
設
備

。

二

当
該
端
末
設
備
の
使
用
が
十
八
歳
以
上
の
者
に
目
視
に
よ
り
監
視
さ
れ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
認

め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
端
末
設
備

三

専
ら
事
業
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
端
末
設
備

四

知
事
が
別
に
定
め
る
端
末
設
備
の
種
類
ご
と
に
、
同
一
の
事
業
者
が
製
造
し
た
端
末
設
備
の
当

該
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
販
売
数
量
が
、
青
少
年
に
よ
る
有
害
情
報
の
閲
覧
に
及
ぼ
す
影
響
が

軽
微
な
も
の
と
し
て
知
事
が
別
に
定
め
る
台
数
を
超
え
な
い
場
合
に
お
け
る
当
該
端
末
設
備

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成３０年３月２３日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
五
号

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の

範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事

務
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
き
市
町
村
が
処
理
す
る
事
務
の

範
囲
を
定
め
る
規
則
（
平
成
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
中
「
十
四
の
項
リ
」
を
「
十
三
の
項
リ
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
の
三
十
二
の
項

中
「
及
び
第
十
三
項
た
だ
し
書
」
を
「
、
第
十
三
項
た
だ
し
書
及
び
第

(14)

十
四
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
項

、

、

、

、

、

及
び

中
「
建
ぺ
い
率
」
を
「
建
蔽

(17)

(18)

(27)

(30)

(41)

(50)

(62)

率
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成３０年３月２３日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
十
六
号

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年

岡
山
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
第
二
十
四
条
の
十
三
」
を
「
第
二
十
四
条
の

十
三
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
同
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

法
第
二
十
四
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
申
請

第
二
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
十
九
第
二
項
」
を
「
第

二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
十
一

条
の
五
の
十
九
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
四
号
と

し
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
申
請

第
四
条
中
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
」
を
「
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
次
条
に
お
い
て
」
を
「
以
下
」
に

「
第
七
十
七
条
に
規
定
す
る
」
を
「
第
七
十
二
条

、

の
九
（
条
例
第
八
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の
」
に
改
め
る
。

。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成３０年３月２３日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
告
示
第
百
六
十
号

平
成
二
十
一
年
岡
山
県
告
示
第
百
十
八
号
（
工
作
物
の
設
置
を
目
的
と
し
て
土
地
を
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

表
中
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

使

用

料

使

用

物

件

使

用

物

件

の

所

在

地

単

位

第

一

級

地

第

二

級

地

第

三

級

地

第

四

級

地

第

五

級

地

道
路
法
（
昭
和

第
一
種
電
柱

一
本
に
つ
き
一
年

一
、
六
〇
〇
円

六
六
〇
円

四
四
〇
円

三
五
〇
円

三
〇
〇
円

二
十
七
年
法
律

第
百
八
十
号
。

第
二
種
電
柱

二
、
四
〇
〇
円

一
、
〇
〇
〇
円

六
八
〇
円

五
四
〇
円

四
七
〇
円

以
下
「
法
」
と

い
う

）
第
三

第
三
種
電
柱

三
、
三
〇
〇
円

一
、
四
〇
〇
円

九
二
〇
円

七
三
〇
円

六
三
〇
円

。

十
二
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ

第
一
種
電
話
柱

一
、
四
〇
〇
円

五
九
〇
円

四
〇
〇
円

三
二
〇
円

二
七
〇
円

る
工
作
物

第
二
種
電
話
柱

二
、
三
〇
〇
円

九
五
〇
円

六
三
〇
円

五
〇
〇
円

四
四
〇
円

第
三
種
電
話
柱

三
、
一
〇
〇
円

一
、
三
〇
〇
円

八
七
〇
円

六
九
〇
円

六
〇
〇
円

そ
の
他
の
柱
類

一
四
〇
円

五
九
円

四
〇
円

三
二
円

二
七
円

平成３０年３月２３日　岡山県公報　号外



共
架
電
線
そ
の
他
上
空
に
設
け
る
線
類

長
さ
一
メ
ー
ト
ル
に

一
四
円

六
円

四
円

三
円

三
円

つ
き
一
年

地
下
に
設
け
る
電
線
そ
の
他
の
線
類

八
円

四
円

二
円

二
円

二
円

地
上
に
設
け
る
変
圧
器

一
個
に
つ
き
一
年

一
、
四
〇
〇
円

五
八
〇
円

三
九
〇
円

三
一
〇
円

二
七
〇
円

地
下
に
設
け
る
変
圧
器

使
用
面
積
一
平
方
メ

八
五
〇
円

三
五
〇
円

二
四
〇
円

一
九
〇
円

一
六
〇
円

ー
ト
ル
に
つ
き
一
年

変
圧
塔
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
も
の
及
び
公
衆
電
話
所

一
個
に
つ
き
一
年

二
、
八
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

七
九
〇
円

六
三
〇
円

五
四
〇
円

郵
便
差
出
箱
及
び
信
書
便
差
出
箱

一
、
二
〇
〇
円

五
〇
〇
円

三
三
〇
円

二
七
〇
円

二
三
〇
円

広
告
塔

表
示
面
積
一
平
方
メ

一
九
、
〇
〇
〇
円

三
、
八
〇
〇
円

一
、
七
〇
〇
円

九
六
〇
円

六
七
〇
円

ー
ト
ル
に
つ
き
一
年

そ
の
他
の
も
の

使
用
面
積
一
平
方
メ

二
、
八
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

七
九
〇
円

六
三
〇
円

五
四
〇
円

ー
ト
ル
に
つ
き
一
年

法
第
三
十
二
条

外
径
が
〇
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

長
さ
一
メ
ー
ト
ル
に

五
九
円

二
五
円

一
七
円

一
三
円

一
一
円

第
一
項
第
二
号

つ
き
一
年

に
掲
げ
る
物
件

外
径
が
〇
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
一
メ
ー
ト
ル
未
満

八
五
円

三
五
円

二
四
円

一
九
円

一
六
円

の
も
の

平成３０年３月２３日　岡山県公報　号外



外
径
が
〇
・
一
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
未
満

一
三
〇
円

五
三
円

三
六
円

二
八
円

二
四
円

の
も
の

外
径
が
〇
・
一
五
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
未
満

一
七
〇
円

七
一
円

四
七
円

三
八
円

三
三
円

の
も
の

外
径
が
〇
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
未
満
の

二
五
〇
円

一
一
〇
円

七
一
円

五
七
円

四
九
円

も
の

外
径
が
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
未
満
の

三
四
〇
円

一
四
〇
円

九
五
円

七
六
円

六
五
円

も
の

外
径
が
〇
・
四
メ
ー
ト
ル
以
上
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
未
満
の

五
九
〇
円

二
五
〇
円

一
七
〇
円

一
三
〇
円

一
一
〇
円

も
の

外
径
が
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
以
上
一
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の

八
五
〇
円

三
五
〇
円

二
四
〇
円

一
九
〇
円

一
六
〇
円

外
径
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

一
、
七
〇
〇
円

七
一
〇
円

四
七
〇
円

三
八
〇
円

三
三
〇
円

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設

使
用
面
積
一
平
方
メ

二
、
八
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

七
九
〇
円

六
三
〇
円

五
四
〇
円

ー
ト
ル
に
つ
き
一
年

法
第
三
十
二
条

地
下
街
及
び
地
下
室

階
数
が
一
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

第
一
項
第
五
号

に
掲
げ
る
施
設

階
数
が
二
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
八
を
乗
じ
て
得
た
額
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階
数
が
三
以
上
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
を
乗
じ
て
得
た
額

上
空
に
設
け
る
通
路

九
、
七
〇
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

八
七
〇
円

四
八
〇
円

三
四
〇
円

地
下
に
設
け
る
通
路

五
、
八
〇
〇
円

一
、
一
〇
〇
円

五
二
〇
円

二
九
〇
円

二
〇
〇
円

そ
の
他
の
も
の

二
、
八
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

七
九
〇
円

六
三
〇
円

五
四
〇
円

法
第
三
十
二
条

祭
礼
、
縁
日
そ
の
他
の
催
し
に
際
し
、
一
時
的
に
設
け
る

使
用
面
積
一
平
方
メ

一
九
〇
円

三
八
円

一
七
円

一
〇
円

七
円

第
一
項
第
六
号

も
の

ー
ト
ル
に
つ
き
一
日

に
掲
げ
る
施
設

そ
の
他
の
も
の

使
用
面
積
一
平
方
メ

一
、
九
〇
〇
円

三
八
〇
円

一
七
〇
円

九
六
円

六
七
円

ー
ト
ル
に
つ
き
一
月

道
路
法
施
行
令

看
板
（
ア
ー
チ
で
あ

一
時
的
に
設
け
る
も
の

表
示
面
積
一
平
方
メ

一
、
九
〇
〇
円

三
八
〇
円

一
七
〇
円

九
六
円

六
七
円

（
昭
和
二
十
七

る
も
の
を
除
く

）

ー
ト
ル
に
つ
き
一
月

。

年
政
令
第
四
百

七
十
九
号
。
以

そ
の
他
の
も
の

表
示
面
積
一
平
方
メ

一
九
、
〇
〇
〇
円

三
、
八
〇
〇
円

一
、
七
〇
〇
円

九
六
〇
円

六
七
〇
円

下
「
令
」
と
い

ー
ト
ル
に
つ
き
一
年

う

）
第
七
条

。
第
一
号
に
掲
げ

標
識

一
本
に
つ
き
一
年

二
、
三
〇
〇
円

九
五
〇
円

六
三
〇
円

五
〇
〇
円

四
四
〇
円

る
物
件

旗
ざ
お

祭
礼
、
縁
日
そ
の
他
の
催
し
に
際

一
本
に
つ
き
一
日

一
九
〇
円

三
八
円

一
七
円

一
〇
円

七
円

し
、
一
時
的
に
設
け
る
も
の
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そ
の
他
の
も
の

一
本
に
つ
き
一
月

一
、
九
〇
〇
円

三
八
〇
円

一
七
〇
円

九
六
円

六
七
円

幕
（
令
第
七
条
第
四

祭
礼
、
縁
日
そ
の
他
の
催
し
に
際

そ
の
面
積
一
平
方
メ

一
九
〇
円

三
八
円

一
七
円

一
〇
円

七
円

号
に
掲
げ
る
工
事
用

し
、
一
時
的
に
設
け
る
も
の

ー
ト
ル
に
つ
き
一
日

施
設
で
あ
る
も
の
を

除
く

）

そ
の
他
の
も
の

そ
の
面
積
一
平
方
メ

一
、
九
〇
〇
円

三
八
〇
円

一
七
〇
円

九
六
円

六
七
円

。

ー
ト
ル
に
つ
き
一
月

ア
ー
チ

車
道
を
横
断
す
る
も
の

一
基
に
つ
き
一
月

一
九
、
〇
〇
〇
円

三
、
八
〇
〇
円

一
、
七
〇
〇
円

九
六
〇
円

六
七
〇
円

そ
の
他
の
も
の

九
、
七
〇
〇
円

一
、
九
〇
〇
円

八
七
〇
円

四
八
〇
円

三
四
〇
円

令
第
七
条
第
二
号
に
掲
げ
る
工
作
物

使
用
面
積
一
平
方
メ

二
、
八
〇
〇
円

一
、
二
〇
〇
円

七
九
〇
円

六
三
〇
円

五
四
〇
円

ー
ト
ル
に
つ
き
一
年

令
第
七
条
第
三
号
に
掲
げ
る
施
設

Ａ
に
〇
・
〇
三
四
を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
四
号
に
掲
げ
る
工
事
用
施
設
及
び
同
条
第
五
号
に
掲
げ
る
工
事

使
用
面
積
一
平
方
メ

一
、
九
〇
〇
円

三
八
〇
円

一
七
〇
円

九
六
円

六
七
円

用
材
料

ー
ト
ル
に
つ
き
一
月

令
第
七
条
第
六
号
に
掲
げ
る
仮
設
建
築
物
及
び
同
条
第
七
号
に
掲
げ
る
施
設

二
八
〇
円

一
二
〇
円

七
九
円

六
三
円

五
四
円

令
第
七
条
第
八

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
（
当
該
路
面

使
用
面
積
一
平
方
メ

Ａ
に
〇
・
〇
一
三

Ａ
に
〇
・
〇
一
五

Ａ
に
〇
・
〇
一
七

Ａ
に
〇
・
〇
一
九

Ａ
に
〇
・
〇
二
四

号
に
掲
げ
る
施

下
の
地
下
を
除
く

）
に
設
け
る
も
の

ー
ト
ル
に
つ
き
一
年

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

。

設

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額
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地
下
（
ト
ン
ネ
ル
の

階
数
が
一
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
五
を
乗
じ
て
得
た
額

。
）

上
の
地
下
を
除
く

に
設
け
る
も
の

階
数
が
二
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
八
を
乗
じ
て
得
た
額

階
数
が
三
以
上
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
一
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
三
四
を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
九

建
築
物

Ａ
に
〇
・
〇
一
三

Ａ
に
〇
・
〇
一
五

Ａ
に
〇
・
〇
一
七

Ａ
に
〇
・
〇
一
九

Ａ
に
〇
・
〇
二
四

号
に
掲
げ
る
施

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

設

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
九

Ａ
に
〇
・
〇
一
を

Ａ
に
〇
・
〇
一
二

Ａ
に
〇
・
〇
一
四

Ａ
に
〇
・
〇
一
七

を
乗
じ
て
得
た
額

乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
十

建
築
物

Ａ
に
〇
・
〇
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額

号
に
掲
げ
る
施

設
及
び
自
動
車

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
〇
九

Ａ
に
〇
・
〇
一
を

Ａ
に
〇
・
〇
一
二

Ａ
に
〇
・
〇
一
四

Ａ
に
〇
・
〇
一
七

駐
車
場

を
乗
じ
て
得
た
額

乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
十

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
高
架
の
道
路
の
路
面
下
に
設
け
る
も

Ａ
に
〇
・
〇
一
三

Ａ
に
〇
・
〇
一
五

Ａ
に
〇
・
〇
一
七

Ａ
に
〇
・
〇
一
九

Ａ
に
〇
・
〇
二
四

一
号
に
掲
げ
る

の

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

応
急
仮
設
建
築

物

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額
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そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
三
四
を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
十
二
号
に
掲
げ
る
器
具

Ａ
に
〇
・
〇
三
四
を
乗
じ
て
得
た
額

令
第
七
条
第
十

ト
ン
ネ
ル
の
上
又
は
自
動
車
専
用
道
路
（
高
架
の
も
の
に

Ａ
に
〇
・
〇
一
三

Ａ
に
〇
・
〇
一
五

Ａ
に
〇
・
〇
一
七

Ａ
に
〇
・
〇
一
九

Ａ
に
〇
・
〇
二
四

三
号
に
掲
げ
る

限
る

）
の
路
面
下
に
設
け
る
も
の

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

を
乗
じ
て
得
た
額

。

施
設

上
空
に
設
け
る
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額

そ
の
他
の
も
の

Ａ
に
〇
・
〇
三
四
を
乗
じ
て
得
た
額

表
の
備
考
第
七
号
中
「
一
平
方
メ
ー
ト
ル
若
し
く
は
一
メ
ー
ト
ル
」
を
「
〇
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル
若
し
く
は
〇
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
」
に

「
一
平
方
メ
ー
ト
ル
又
は
一
メ
ー
ト
ル
と
し
て
」
を
「
そ
の
全
面
積
若

、

し
く
は
全
長
又
は
そ
の
端
数
の
面
積
若
し
く
は
長
さ
を
切
り
捨
て
て
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
使
用
の
許
可
を
受
け
て
い
る
行
政
財
産
で
あ
る
土
地
の
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
当
該
許
可
に
係
る
付
款
に
使
用
料
に
つ
い
て
特
別

の
定
め
の
あ
る
場
合
は
、
当
該
付
款
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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